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平成３１年 ３月１１日 

 

取引先企業のみなさまへ 

 

株式会社 奥 村 組 

 

 

「建設キャリアアップシステム」の本運用開始について 

 

 

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。   

さて、国土交通省の主唱のもと、建設業振興基金によりシステム構築が進めら

れてきた「建設キャリアアップシステム」について、開発遅延によるスケジュー

ル変更はありましたが、いよいよシステム全体が完成し、本年４月より本運用開

始となります。弊社におきましては、4 月以後、まずは請負金額１０億円以上の

現場で運用を開始し、以後順次運用現場を拡大、将来的にはすべての現場で運用

する計画としております。 

従前よりお知らせしておりますとおり、弊社におきましては、当システムを、

現場で働く技能者の皆さんの処遇改善、将来のキャリアの見える化につながる画

期的なインフラと考え、積極的に導入し運用してまいりますが、当システムの運

用にあたっては、取引先企業のみなさまの「事業者登録」および労働者一人ひと

りの「技能者登録」が不可欠です。（技能者登録は、技能者が所属されている会社

（企業）が、技能者本人の同意のうえ代行することが可能です。） 

事業者登録・技能者登録に関しては、平成３０年４月より手続きが可能となっ

ており、このこともすでに弊社よりお知らせしておりますが、まだ、登録がお済

でない企業におかれましては、速やかにこれらの登録を進めてくださいますよう

お願いいたします。 

また、これらの登録を終えられた企業におかれましては、今後、施工体制情報

や作業員名簿を当システムに登録いただくことが必要になりますのでよろしくお

願いいたします。なお、施工体制情報等の登録については、今夏を目途に、工事

所で運用しているシステム「グリーンサイト」からのデータ連携も予定しており

ますが、現在、建設業振興基金およびグリーンサイト運営企業で連携システムを

構築中ですので、詳細が決まり次第、別途、お知らせいたします。 

  

謹白 
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「事業者登録」「技能者登録」「代行申請」について 

 
１．事業者登録 

（１）申請内容（事項） 

① 商号、所在地、建設業許可情報 

② 業種 

③ 登録責任者 

④ 社会保険加入状況 等 

（２）申請方法 

事業者証明書類等の写し（建設業許可がある場合は許可証明書又は通

知書の写し）を添付し、（一財）建設業振興基金に WEB 又は郵送・窓口

で申請 

（３）利用料金 

① 事業者登録料（資本金額に応じて。一人親方は無料）。支払：５

年ごと 

② 管理者 ID 利用料（システムへのアクセス、情報入力、技能者情

報閲覧のため） 

    １ID につき、年 2,400 円 

 

２．技能者登録 

（１）申請内容（事項） 

① 本人情報（住所、氏名、生年月日、性別、国籍） 

② （社会保険を払っている）所属事業者の情報 

③ 社会保険加入状況 

④ 職種、健康診断受診歴、保有資格、研修受講履歴 等 

（２）申請方法 

本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）の写しを添付し、

（一財）建設業振興基金に WEB 又は郵送・窓口で申請 

（３）登録料（１０年間有効） 

WEB 申請：2,500 円、 郵送・窓口申請：3,500 円 

 

３．代行申請 

（１）技能者登録について、本人に代わって、技能者が所属する事業者が

申請することができます（本人に代わって事業者の社員が WEB 申請書

に入力し、本人確認書類等の写しを確認・添付し、WEB 送信する。）。 

また、技能者が所属する事業者に代わって、例えば上位の事業者が代

行申請することもできます。（例：３次下請企業に所属する技能者の申

請を、本人及び所属事業者の同意（依頼）に基づき、１次下請企業が一

括して申請する など） 

 

（２）事業者登録についても、代行申請することができます。 

（例：３次下請企業の事業者としての申請を、１次下請企業が申請す

る など） 

 
お問合せ先            

㈱奥村組 管理本部 安全環境部 安全管理課 06-6625-3860 

建設業振興基金 お問合せセンター  03-6386-3725 














